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・調査対象は一つの病院の救急救命センターで、母
数は8年合計86例

・調査の時点で「濫用等のおそれがある医薬品」とし
て指定されていた鎮咳薬による薬物中毒患者は全
体の6％

・調査対象は2019年3月まで。

・現在の濫用等のおそれのある医薬品の指定は
2023年４月からであり、その後のデータをもとに検討
会において議論はなされたのか。

厚生労働省資料24頁

・現在の規律のもとでの全国の若年者の意図的な過量服薬に関するデータといえるのか。
・直近において意図的な医薬品の過量服薬により救急搬送された若年者がどのような成分を摂取
したのか、どのような症状となったのか、どこで医薬品を購入したのかといったデータが必要ではないか。
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・調査対象は2022年まで。現在の濫用等のおそれの

ある医薬品の指定は2023年４月からであり、その後

のデータをもとに検討会において議論はなされたのか。

・本報告では10-20代の主たる薬物として2014年以

降市販薬が急増したのは危険ドラッグが規制された影

響であると考察している（「危険ドラッグが入手できなく

なったことで、覚せい剤や大麻、あるいは睡眠薬・抗不

安薬へと依存対象薬物を変えた者が少なくない」末尾

引用文献3 78頁）。

安易に市販薬を規制するだけでは他の成分の濫用や非合法な手段へシフトするだけではないか。

厚生労働省資料25頁
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「頻回購入、複数個購入を求められた製品」とい

うこと以上の調査ではない。2日分の容量しかな

いものを複数個購入することを希望する通常の顧

客も普通に想定される。「濫用等のおそれのある

医薬品」の依存症患者調査と販売実態調査」と

いう標題と記載内容が一致していないのではない

か）。

厚生労働省資料26頁
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・本報告の過量摂取に関する相談の多い上位10医薬品
のうち、本報告当時「濫用等のおそれのある医薬品」として
規制の対象であったのは3医薬品のみ。

・本報告で複数箱を摂取していた事例の多い上位5医薬
品のうち、「濫用等のおそれがある医薬品」は1医薬品のみ
（左下引用）。

・本資料では、市販薬の相談件数推移が、コロナ禍におい
ては、30代以上で横這いまたは減少傾向にあるのに対して、
10代・20代のみ顕著に増加傾向にある。10代・20代に
特有な要因として、コロナ禍における自粛・社会的孤立の
影響が大きいと考えられる（課外活動等を含めて学校生
活の縮小や遠隔化による孤立感等）。本調査期間はコロ
ナ禍の期間に一致するところ、「コロナ禍の様々なストレス、
自粛生活に対するストレス、社会的孤立が乱用につながっ
た可能性が高い」（第2回検討会嶋根参考人スライド資
料12頁）

厚生労働省資料27頁

実際に濫用されている成分や製品に絞った規制
を検討すべきではないか。
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・市販の薬物による急性中毒により救急医療施

設に搬送された患者のデータであり、必ずしも濫

用等による急性中毒を引き起こした患者のデータ

ではない。

・「過量服用された成分」のうち「無水カフェイン」、

「クロルフェニラミン」、「ジフェンヒドラミン」、「アセト

アミノフェン」、「イブプロフェン」、「デキストロメトル

ファン」、「アセチルサリチル酸」は「濫用等のおそれ

のある医薬品」ではない。

厚生労働省資料29頁
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店舗では対応が適切ではなく、インターネットでの

対応が適切であることを示す資料として提示され

ているものと思われるが、コロナ禍において来客さ

れる顧客との接点をもつこと自体に困難性を有し

ていた期間の数値の上下を過大視すべきでない

厚生労働省資料30頁
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・本調査結果は、市販薬に限らず処方薬や誤飲

等が含まれている。

・市販薬の内訳も不明であるところ、別の報告によ

れば市販薬の過量服用における「濫用等のおそれ

のある医薬品」の割合は高くないとされる2、3。

引用文献

1 「薬物乱用・依存状況の実態把握と薬物依存症者の社会復帰に向けた支援に関する研究：研究4 救急医療における薬物関連中毒症例に関する実態調査：一般用医薬品を
中心に（2022年）」（分担研究者：上條吉人）

2 廣瀬正幸他「一般用医薬品による中毒患者の現状とその対策」日臨救急医会誌. 2020;23:702-706
3 「薬物乱用・依存状況の実態把握と薬物依存症者の社会復帰に向けた支援に関する研究：研究3 全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査」（分担研
究者：松本俊彦）
4 第2回検討会嶋根参考人発言、第2回検討会嶋根参考人スライド資料12頁

厚生労働省資料31頁



購入者情報の記録
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2024年5月29日産経新聞より

・ 「医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ」
において販売者が記録・保管すべきものとされてい
る購入者情報は、販売者において利活用する余
地が想定され難いものです。

・ 他方、漏えいの際の責任は販売者が負わなけれ
ばなりません。

・ 買い回り、インターネットでの購入をすれば容易に
複数回の購入が可能であることは明らかであり、規
制の目的の合理性、目的と効果のバランスのいず
れも適切ではありません。

・ なお、ドラッグチェーンの販売者が行うポイントシス
テムは氏名等が空欄でも登録できるものであり、ま
た本人確認資料による確認を行っておらず、上記
の購入者情報とは情報の価値が全く異なります。
また登録情報を利活用する以上、漏えいの責任を
負うことも合理的です。



【いわゆる「カスタマーハラスメント」に該当するものと思われる例（実例）】

2024年5月に濫用等の恐れのある医薬品を連日購入されようとしたお客様がおり、濫用等の恐れのある医薬品の不適切利用の疑いからお

声掛けをしたところ、声を荒げられました。

最初に「昨日も買われているか」を確認したところ、「買った」と返答をいただきました。利用の用途をお聞きしたところ、「子供に飲ませる。」と言

われました。そのため、「こちらの商品は最低でも数日分の利用が可能ですが、毎日購入されるほど使用されていられるのですか」とお聞きしたと

ころ、返答が無く、少し間をおいて「もういい頭にきた」と声を荒げられ始めました。

「じゃあ俺が飲む。」「たくさんストックしておいて何が悪い。なくなったから買いに来た。」等と仰っており、適正使用が認められない言動があったの

で販売をお断りしたところ、「そういうルールがあるなら最初から書いておけ。今すぐ書け。」「社長を呼べ。」「保健所呼べ。」等と叫びはじめました。

販売できない理由を伝えると少しクールダウンされましたが、それでも「お前は馬鹿だ」「ウスノロが」などと暴言を吐かれて、購入せずに帰っていか

れました。

JACDS加盟社の各店舗はOTC医薬品の活用によるセルフケア・セルフメディケーションの

浸透を担う最前線のインフラストラクチャーと考えております。写真付きの公的な身分証
等による氏名等の提示を求めることによって提示の抵抗感を示されるお客様や不携帯のお
客様からの不満の声が寄せられることが想定されますが、医薬品の濫用等から国民の皆様
を守るゲートキーパーとして必要な確認等は毅然と行います。しかしながら、確認に加え
て購入者情報等の記録・保管まで行うことは、前ページ記載のとおり規制の目的の合理性、
目的と効果のバランスのいずれも適切ではなく、そのような施策のために従業員をいわゆ
るカスタマーハラスメントにさらすことは合理的ではありません。



製品の陳列
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ご説明用ご参考資料



ご説明用ご参考資料

平均的なドラッグストア（約300坪）で取り扱いのある濫用
のおそれのある医薬品全てを集めた場合の陳列棚の必要本数
・900ｍｍ×1500ｍｍの棚が3本半必要
・品目数：217（左記品目数と別にコロナ禍の影響でメー
カー欠品している品目数約50品目）

手に届かない場所をオーバーザカウンターとして新たに設置する
には、900ミリの棚が新たに4本必要で、通路を入れて約16.2
㎡、4.93坪のスペースが必要となる。日本チェーンドラッグスト
ア加盟者の都市部の店舗など、そもそもの店舗の広さが30坪
程の店舗も多数有り、新たに空箱陳列のスペースを設ける事は
不可能。また、そのような店舗は倉庫のスペースも狭く、商品を
棚に保管する事も不可能。



ご説明用ご参考資料

●（例）陳列について　総合感冒薬、小児・咳止め、鼻炎、鎮痛剤
下記は、ドラッグストアに展開している棚の例になります。什器1基あたり　縦１８０㎝　横９０㎝に棚8段展開の例になります。

効能・効果・用法・用量・成分・サイズなど購入者の症状等に合わせて、選択できるような品揃えが基本となります。

例の品揃えの場合、

総合感冒薬2基（145）品目のうち濫用の恐れのある医薬品（116）品目

小児・咳止め2基（163）品目のうち 濫用の恐れのある医薬品（72）品目

鼻炎薬1基（67）品目のうち濫用の恐れのある医薬品（19）品目

鎮痛剤2基（116）品目のうち濫用の恐れのある医薬品（16）品目

合計（　491　）品目のうち濫用医薬品（　223　）品目の品揃えがある。

企業や店舗にもよりますが、各ドラッグストアは多い店舗で濫用の恐れのある医薬品を４００品目取り扱っている店舗もあります。

この医薬品が全て空箱や鍵のついた施設等への管理になると、多くの適正使用者の医薬品へのアクセスは確実に損なわれ、セルフメディケーションを阻害します。

また赤印の濫用の恐れのある医薬品を全て空箱等にした場合、店舗作業等の負担は非常に大きく、限りなく現実不可能です。

そのため、薬剤師等が医薬品コーナー等において販売に関与することで、濫用を考えている購入者への抑制効果を発揮されると考えます。

総合感冒薬　2基 小児・咳止め　2基 鼻炎薬　1基 鎮痛剤　2基

（145）品目中 濫用医薬品（116）品目 （163）品目中 濫用医薬品（72）品目 （67）品目中 濫用医薬品（19）品目 （116）品目中 濫用医薬品（16）品目

熱・鼻・のど系 漢方+新薬 小児シロップ ぜんそく 鼻づまり

熱・鼻・のど系 小児用風邪薬 咳止め 鼻づまり

のど系 小児用風邪シロップ 喉痛み・咳止め

熱・鼻・のど系 咳止め

熱・のど系 咳止め

持続型・鼻 熱・鼻・のど系 咳止めドロップ ブロモワレリル尿素

ファミリーユース系 ファミリーユース系 咳止めシロップ ブロモワレリル尿素 ブロモワレリル尿素

ファミリーユース系 ファミリーユース系 鼻水・鼻づまり



日本チェーンドラッグストア協会意見要旨（まとめ）
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日本チェーンドラッグストア協会意見要旨

⚫ 「検討会とりまとめ」による販売規制強化案は、目的達成のための手段と効果のバランスを欠くものである。

その手段は、対応する事業者の実態に即した実行性のある施策でなければならない。

➢ 若年者等への販売時の記録・保管について、「個人情報漏洩」対策に係るコスト・リスクに対して、「頻回購入防止効果」が極

めて低い。

➢ 「直接購入者の手の届く場所に陳列しないこととする」規制について、数百品目以上の医薬品について、購入のたびに従業員・

購入者双方に相当な負担が生じることとなり、適切ではない。

➢ 総合感冒薬、鎮咳薬等の国民が広く使用する一般用医薬品について過剰な規制を導入することにより、いわゆるカスタマーハ

ランスメントのリスクが増す。また、その対応に時間・労力を費やすことで、適切な関与、必要な情報提供の機会が阻害され、結

果として実効性の低い施策となることが懸念される。

⚫供給低減のための規制強化に偏重した取組みは、真の対策とは言えない。需要低減に係る対策に比重

をおき、検討をすべき。

➢ 危険ドラッグの規制強化を背景に、10代患者の「主たる薬物」は市販薬へシフトしてきた。ここで安易に市販薬の販売を規制

強化するだけでは、カフェイン（エナジードリンク等）等のより入手しやすい成分の濫用や密売人等の反社会的組織からの入手、

窃盗等の非合法かつ表面化し難い手段へのシフトが危惧される。

➢ 厚生労働省資料27頁の日本中毒情報センターへの相談事例について、10代・20代の相談件数のみが、コロナ禍で顕著に

増加していることから、この世代特有の要因によって、市販薬の過量摂取が増加していると言える。この間、販売制度のあり方

について、変化がないことからも、10代・20代の濫用について、販売規制のあり方との相関は低いと言える。コロナ禍の自粛生

活や社会的孤立がもたらした影響について分析するとともに、この点についての対策が重要。



日本チェーンドラッグストア協会意見要旨

① 制度改正の際は、購入者が対象医薬品を手に取って購入しようとする際に、薬剤師等が対象医薬品の販

売コーナーやレジ等において、適切に販売に関与します。

② 現行法のもとでは若年者への販売に際して氏名及び年齢を確認する義務が課されているのみですが、制度

改正の際は、20歳未満の者による購入は、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分証等で確認し、20

歳以上の者による複数個又は大容量製品の購入は、購入理由を確認し濫用目的や頻回購入が疑われる

場合は、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分証等で確認します。

以上のとおり、購入者が対象医薬品を手に取る際と購入の際の両面において販売者の関与を強めることで、濫

用目的での対象医薬品の購入には相当の心理的な抵抗が生じます。
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